
三

適
性
診
断
の
名
称
、
対
象
及
び
内
容

名

称

対

象

内

容

共

通

事

項

個

別

事

項

特
定
診
断

死
者
又
は
重
傷
者
（
自
動
車
損

害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六

号
）
第
五
条
第
二
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け
た
者

を
い
う
。）
を
生
じ
た
交
通
事

故
を
引
き
起
こ
し
、
か
つ
、
当

該
事
故
前
の
一
年
間
に
交
通
事

故
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
な

い
者
及
び
軽
傷
者
（
同
条
第
四

号
に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け
た
者

{
心
理
テ
ス
ト
に
よ
る
診

断
・
性
格
、
運
転
態
度
及

び
危
険
感
受
性
に
関
す

る
基
本
的
診
断

・
認
知
、
判
断
及
び
動

作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
動

作
の
正
確
さ
、
動
作
の

円
滑
さ

受
診
者
か
ら
交
通
事
故
を
引
き

起
こ
し
た
と
き
の
状
況
に
つ
い

て
聞
き
取
り
を
行
い
、
第
三
欄

の
診
断
の
結
果
を
踏
ま
え
、
交

通
事
故
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ

た
当
該
受
診
者
の
運
転
特
性
上

の
要
因
を
認
識
さ
せ
る
と
と
も

に
、
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し

て
い
な
い
優
良
な
運
転
者
の
運

転
特
性
等
を
参
考
と
し
て
、
交

通
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
に

三

適
性
診
断
の
名
称
、
対
象
及
び
内
容

名

称

対

象

内

容

共

通

事

項

個

別

事

項

特
定
診
断

死
者
又
は
重
傷
者
（
自
動
車
損

害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六

号
）
第
五
条
第
二
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け
た
者

を
い
う
。）を
生
じ
た
交
通
事
故

を
引
き
起
こ
し
、
か
つ
、
当
該

事
故
前
の
一
年
間
に
交
通
事
故

を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
な
い

者
及
び
軽
傷
者
（
同
条
第
四
号

に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け
た
者
を

い
う
。）を
生
じ
た
交
通
事
故
を

引
き
起
こ
し
、
か
つ
、
当
該
事

故
前
の
三
年
間
に
交
通
事
故
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
者

{
心
理
テ
ス
ト
に
よ
る
診

断
・
性
格
、
運
転
態
度
及

び
危
険
感
受
性
に
関
す

る
基
本
的
診
断

・
認
知
、
判
断
及
び
動

作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
動

作
の
正
確
さ
、
動
作
の

円
滑
さ

|
視
覚
機
能
の
診
断

受
診
者
か
ら
交
通
事
故
を
引
き

起
こ
し
た
と
き
の
状
況
に
つ
い

て
聞
き
取
り
を
行
い
、
第
三
欄

の
診
断
の
結
果
を
踏
ま
え
、
交

通
事
故
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ

た
当
該
受
診
者
の
運
転
特
性
上

の
要
因
を
認
識
さ
せ
る
と
と
も

に
、
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し

て
い
な
い
優
良
な
運
転
者
の
運

転
特
性
等
を
参
考
と
し
て
、
交

通
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
に

必
要
な
運
転
行
動
の
改
善
に
関

す
る
助
言
及
び
指
導
を
行
う
。

号
に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け
た
者

を
い
う
。）
を
生
じ
た
交
通
事

故
を
引
き
起
こ
し
、
か
つ
、
当

該
事
故
前
の
三
年
間
に
交
通
事

故
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
あ

る
者

|
視
覚
機
能
の
診
断

通
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
に

必
要
な
運
転
行
動
の
改
善
に
関

す
る
助
言
及
び
指
導
を
行
う
。

初
任
診
断

運
転
者
と
し
て
常
時
選
任
す
る

た
め
に
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者

（
当
該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自

動
車
に
乗
務
す
る
前
三
年
間
に

当
該
適
性
診
断
を
受
診
し
た
こ

と
が
あ
る
者
を
除
く
。）

受
診
者
か
ら
日
常
の
運
転
の
状

況
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行

い
、
第
三
欄
の
診
断
の
結
果
を

踏
ま
え
、
事
業
用
自
動
車
の
運

転
者
と
し
て
交
通
事
故
の
未
然

防
止
の
た
め
に
運
転
行
動
に
つ

い
て
留
意
す
べ
き
点
に
関
す
る

助
言
及
び
指
導
を
行
う
。

適
齢
診
断

高
齢
者
（
六
十
五
才
以
上
の
者

を
い
う
。）

受
診
者
か
ら
日
常
の
運
転
の
状

況
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行

い
、
第
三
欄
の
診
断
の
結
果
を

踏
ま
え
、
当
該
受
診
者
の
加
齢

に
よ
る
身
体
機
能
の
変
化
の
運

転
行
動
へ
の
影
響
を
認
識
さ
せ

る
と
と
も
に
、
交
通
事
故
の
未

然
防
止
の
た
め
に
身
体
機
能
の

変
化
に
応
じ
た
運
転
行
動
に
つ

い
て
留
意
す
べ
き
点
に
関
す
る

助
言
及
び
指
導
を
行
う
。

平成˜œ年�月˜�日 月曜日 第š�™Ÿ号官 報
二
^

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
海
道
網
走

市
台
町
二
丁
目
一
二
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊

の
防
備

`

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
北
海
道
庁
並

び
に
網
走
市
役
所
及
び
新
冠
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
二
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
日
高

郡
川
辺
町
大
字
入
野
字
大
山
谷
七
四
九
の
二
か
ら
七
四

九
の
四
ま
で
、
七
四
九
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

〇
特
許
庁
告
示
第
二
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
九
月

二
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
の
た
め
の
口
座
及
び
調

査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
九

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日特

許
庁
長
官

太
田
信
一
郎

第
二
号
中
「
十
一
万
七
千
九
百
円
」
を
「
十
二
万
九
千

五
百
円
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
二
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

島
根
県
仁
多
郡

仁
多
町
大
字
佐
白
一
二
七
八
の
三
（
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
二
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

島
根
県
大
原
郡

木
次
町
大
字
平
田
一
六
二
〇
の
三
、
一
六
二
一
の
三
、

一
六
二
二
の
二
、
一
六
八
二
の
三
、
一
六
八
三
の
三
、

一
六
八
六
の
二
、
一
六
八
七
の
二
、
一
六
八
八
の
三
、

一
六
九
二
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
八
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
適

性
診
断
を
、
平
成
十
五
年
六
月
四
日
に
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

一

適
性
診
断
を
実
施
す
る
者
の
名
称

神
奈
川
県
自
動
車
交
通
共
済
協
同
組
合

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
寿
町
一
丁
目
一
番
地
の
八

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
適

性
診
断
を
、
平
成
十
五
年
六
月
四
日
に
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

一

適
性
診
断
を
実
施
す
る
者
の
名
称

中
部
交
通
共
済
協
同
組
合

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
新
開
町
十
二
番
六
号





